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○講師のプロフィール

青木 丈（あおきたけし）

香川大学教授・税理士・博士（政策研究・千葉商科大学）
1972年東京生まれ、2001年税理士登録（東京税理士会）
2009年11月～2013年１月内閣府本府行政刷新会議事務局上席政策調査員、
総務省行政管理局企画調整課企画官等を歴任（この間、平成23年12月改正があり、内閣府大臣官
房企画調整課（税制調査会担当）併任として、政府税制調査会専門家委員会納税環境整備小委員会の
三木義一座長をサポート）
2017年４月～香川大学法学部教授
2022年４月～高松市 固定資産評価審査委員会 委員
2024年４月～ 丸亀市 行政不服審査会、情報公開・個人情報保護審査会 委員
2024年４月～ 中讃広域事務組合 情報公開・個人情報保護審査会 委員
【主著】
『附帯税の理論と応用－実務の処方箋－』（日本法令、2024，共著）
『税理士のための税務調査手続ルールブック〔改訂版〕』（日本法令、2023）
『国税通則法コンメンタール税務調査手続編』（日本法令、2023、共著）
『新実務家のための税務相談（会社法編）〔第2版〕』（有斐閣、2020、共著）
『租税法令の読み方・書き方講座』（税務経理協会、2018）
『税理士事務所の個人情報保護・マイナンバー対応マニュアル』（ぎょうせい、2017、共著）
『新しい国税不服申立制度の理論と実務』（ぎょうせい、2016）
『中小事業者のための改正個人情報保護法超要点整理』（日本法令、2016）
『中小企業のためのマイナンバー実務講座』（大蔵財務協会、2016）
『新しい行政不服審査制度』（弘文堂、2014、共著）



○納税者権利憲章とは…
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 納税者権利憲章とは，OECDの報告書(＊1)では「納税者憲章（Taxpayers’Charter）」と称
されており，その定義は「納税者の税務に関する権利・義務をわかり易い言葉で要約し，か
つ，説明して，こうした情報をより多くの納税者に周知させ理解させようとする試み」とさ
れている。

(＊1) OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration, Taxpayers’ Rights and Obligations ‒ Practice Note (2003).
 このような納税者権利憲章を制定することは現在では世界的な潮流となっており，OECDの
主な加盟国の制定状況は5頁のとおり。

 納税者権利憲章の位置付けは，制定国によって，公文書であったり，法律であったりする。
 この，いずれの形式においても制定していないのはドイツと日本のみだが，ドイツでは，租
税基本法において納税者の権利及び義務について詳しく定めているので，「それで必要にし
て十分であり，その他の文書は不要という考え方」 (＊2)である。

(＊2)中里実『租税史回廊』（税務経理協会、2019）76頁。
 これに対して，日本の現行租税法には納税者の「権利」という文言は一切ないので，納税者
権利憲章を制定していないのは，実質的には主要国の中で日本のみということになる。

 そのようなわが国においても，納税者権利憲章の策定が具体的に検討されたことがある。
 すなわち，平成23年度税制改正法案において，国税通則法に新たな第4条を挿入して，国税
庁長官が「納税者権利憲章」を作成し，公表することとされていた（その内容は10頁）。

 しかし、この改正条文案は，当時の野党であった自民党の強い反発などにより，国会審議の
過程で削除されてしまった。
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〈参考〉アメリカの「納税者としてのあなたの権利」
（出典）税制調査会H22.4.13提出「補足資料（主要国の納税者権利憲章）」29頁



国名 名称 制定年（注１） 性格（注２）
カナダ 納税者権利憲章 1985年 公文書
ニュージーランド 納税者憲章 1986年 公文書
イギリス 納税者憲章 1986年 公文書

①納税者憲章 ①2005年 ①公文書
②調査を受ける納税者の権利と義務に関する
憲章

②1987年 ②公文書

アメリカ 納税者としてのあなたの権利 1988年 公文書
アイルランド 納税者憲章 1989年 公文書
スウェーデン 納税者権利憲章 1996年 公文書
オーストラリア 納税者憲章 1997年 公文書
韓国 納税者権利憲章 1997年 公文書
トルコ 納税者権利宣言 2005年 公文書
オーストリア 納税者憲章 2008年 公文書
スペイン 納税者権利保障法 1998年 法律
イタリア 納税者権利法 2000年 法律
ドイツ なし － －
日本 なし － －

フランス

OECD加盟国（主な国）の納税者権利憲章の制定状況

（注１） 制定年とは、各国において最初に納税者憲章が制定された年であり、上記に示した納
税者憲章が制定された年ではない場合がある。
（注２） 公文書とは、課税当局発表のもので、納税者の権利等をわかりやすくまとめた声明文あ
るいは法律において規定している納税者の権利を平易にまとめた公式文書をいう。

出典：税制調査会専門家委員会(H22.7.9)資料を基に作成
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Sheet1

		OECD加盟国（主な国）の納税者権利憲章の制定状況 カメイコク オモ クニ ノウゼイシャケンリケンショウ セイテイ ジョウキョウ

		出典：税制調査会専門家委員会(H22.7.9)資料を基に作成 シュッテン ゼイセイ チョウサカイ センモンカイインカイ シリョウ モト サクセイ

		国名		名称 メイショウ		制定年（注１）		性格（注２）

		カナダ		納税者権利憲章		1985年		公文書

		ニュージーランド		納税者憲章		1986年		公文書

		イギリス		納税者憲章		1986年		公文書

		フランス		①納税者憲章		①2005年		①公文書

				②調査を受ける納税者の権利と義務に関する憲章		②1987年		②公文書

		アメリカ		納税者としてのあなたの権利		1988年		公文書

		アイルランド		納税者憲章		1989年		公文書

		スウェーデン		納税者権利憲章		1996年		公文書

		オーストラリア		納税者憲章		1997年		公文書

		韓国		納税者権利憲章		1997年		公文書

		トルコ		納税者権利宣言		2005年		公文書

		オーストリア		納税者憲章		2008年		公文書

		スペイン		納税者権利保障法		1998年		法律

		イタリア		納税者権利法		2000年		法律

		ドイツ		なし		－		－

		日本		なし		－		－

		（注１） 制定年とは、各国において最初に納税者憲章が制定された年であり、上記に示した納税者憲章が制定された年ではない場合がある。

		（注２） 公文書とは、課税当局発表のもので、納税者の権利等をわかりやすくまとめた声明文あるいは法律において規定している納税者の権利を平易にまとめた公式文書をいう。
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○平成23年12月改正の経緯⑴
 〈平成21年９月〉総選挙を経て鳩山内閣発足により政権交代
 〈平成21年12月〉「平成22年度税制改正大綱～納税者主権の確立へ向けて～」閣議決定
⇒ 納税環境整備に関して、納税者権利憲章（仮称）の制定（次頁参照）、国税不服審判所の改革、社
会保障・税共通番号制度導入については、１年以内を目途に結論を出すと記述。

 〈平成22年３～６月〉政府税制調査会納税環境整備小委員会を計10回開催
 〈平成22年10月〉政府税制調査会専門家委員会「納税環境整備に関する論点整理」
（H22.9.14付）公表

 〈平成22年11月〉政府税制調査会「納税環境整備PT報告書」公表
 〈平成22年12月〉平成23年度税制改正大綱閣議決定（8頁参照）
 〈平成23年１月〉「所得税法等の一部を改正する法律案」国会提出

⇒ 同法律案第17条（国税通則法の一部改正）
 〈平成23年３月〉東日本大震災発生
 〈平成23年６月〉所得税法等の一部を改正する法律案中修正
⇒ 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正
する法律案」国会提出⇒成立。※同法律案には、納税環境整備関連では、罰則の見直し（故意の無申
告犯（直接税と消費税）・消費税の不正還付の未遂犯）のみが含まれる。⇒６月30日公布・施行（別
段の定めがあるものを除く）

 〈平成23年10月〉「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等
の一部を改正する法律案中修正」衆議院で承諾
⇒ この修正により、国税通則法の題名・目的変更・納税者権利憲章の制定・税務調査の書面による通
知が外れる。

 〈平成23年12月〉国税通則法（事前手続に係る）抜本改正
⇒ 同月施行。税務調査手続及び理由の提示に関する改正は、平成25年１月施行。



7

○平成23年12月改正の経緯⑵
○平成22年度税制改正大綱～納税者主権の確立へ向けて～

第３章各主要課題の改革の方向性（抄）
１．納税環境整備
（１）納税者権利憲章（仮称）の制定
「代表なくして課税なし」の言葉に象徴されるように、議会制度は税と共に発展してきた

といっても過言ではありません。つまり、議会制民主主義における税のあり方は、あくまで
も税を納める主権者たる国民の立場に立って決められるべきものです。国民主権にふさわし
い税制を構築していくため、納税者の税制上の権利を明確にし、税制への信頼確保に資する
ものとして「納税者権利憲章（仮称）」を早急に制定します。
納税者の権利を守るための具体的な改革として、更正等の期間制限が課税庁からの更正と

納税者からの修正で異なる点について見直していきます。特に課税庁の増額更正（事後的な
納税額の増額）の期間制限が３～７年であるのに対して、納税者からの更正の請求（事後的
な納税額の減額）の期間制限が１年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直
す必要があります。
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○平成23年12月改正の経緯⑶

○平成23年度税制改正大綱

第２章 各主要課題の平成 23 年度での取組み（抄）
１．納税環境整備
（１）納税者権利憲章の策定
納税者の立場に立って納税者権利憲章（以下「憲章」といいます。）を策定します。
憲章については、複雑な税務手続を納税者の目から見て分かり易い形でお知らせするため、

①納税者が受けられるサービス、②納税者が求めることのできる内容、③納税者に求められ
る内容、④納税者に気をつけていただきたいことを一連の税務手続に沿って、一覧性のある
形で、平易な言葉で簡潔･明瞭に示すとの考え方に沿って策定します。
これを踏まえ、税務当局も納税者からより一層信頼される税務行政に向け、取り組むもの

とします。
また、国税通則法について、第一条の目的規定を改正し、税務行政において納税者の権利

利益の保護を図る趣旨を明確にします。さらに、憲章の策定を法律上義務付けることとし、
その策定根拠、憲章に記載すべき事項を法定するとともに、各種税務手続の明確化等に関す
る規定を同法に集約します。同法の法律名が改正後の法律の内容をよく表すものとなるよう、
題名を変更します。



○平成23年12月改正法（平成23年法律第114号）

附則（抄）

（納税環境の整備に向けた検討）
第１０６条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正
かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものと
する。
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○平成23年12月改正の経緯⑷
前述のように、平成23年12月改正法の国会審議では、国税通則法の一部改正につき、題名の

変更、目的規定の見直し及び納税者権利憲章の策定の規定が削除された。ただし、この経緯を
受けて、平成23年12月改正法には、次の内容の検討条項が附則106条として修正により追加さ
れている。

これにより、将来的には、納税者権利憲章の策定等が再度、税制改正
の俎上に載る余地があると期待されました。そして、その際には、平成23
年度税制改正法案として閣議決定された条文案が参考とされることになる
でしょう。そこで、以下では、国会審議による修正で削除された諸規定に
ついても概観しておくこととします。



（納税者権利憲章の作成及び公表）
第４条 国税庁長官は、次に掲げる事項を平易な表現を用いて簡潔に記載した文書（以下この条において「納税者権利憲章」という。）
を作成し、これを公表するものとする。
一 納税者権利憲章を作成する目的及びその根拠となる法律の規定
二 第１７条（期限内申告）に定める納税申告書の法定申告期限内の提出及び第３５条（申告納税方式による国税等の納付）に定める
納期限内の納付並びに第１１条（災害等による期限の延長）に定める災害等による期限の延長

三 第２３条（更正の請求）に定める更正の請求
四 第２４条（更正）又は第２５条（決定）に定める更正又は決定
五 第３４条（納付の手続）に定める国税の納付の手続
六 第３７条（督促）及び第４章第１節（納税の猶予）に定める督促及び納税の猶予並びに国税徴収法に定める滞納処分、換価の猶予
及び滞納処分の停止

七 第５６条（還付）及び第５８条（還付加算金）に定める国税の還付金又は過誤納金の還付及び還付加算金の加算
八 第６章第１節（延滞税及び利子税）に定める延滞税及び利子税の納付並びに納税の猶予等の場合の延滞税の免除
九 第６章第２節（加算税）に定める加算税の賦課及びその減免
十 第７０条（国税の更正、決定等の期間制限）に定める国税の更正決定等の期間制限並びに第７２条（国税の徴収権の消滅時効）及
び第７４条（還付金等の消滅時効）に定める国税の徴収権及び還付金等の消滅時効

十一 第７章の二（国税の調査）に定める質問検査権、調査の事前通知、調査の終了通知及び身分証明書の携帯
十二 国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長が国税に関する法律に基づき申請により求められた許認可等を拒否する処分

又は不利益処分をする場合の行政手続法（平成５年法律第８８号）第８条（理由の提示）及び第１４条（不利益処分の理由の提
示）の規定に基づく理由の提示

十三 第７５条（国税に関する処分についての不服申立て）及び第１１４条（行政事件訴訟法との関係）に定める国税に関する法律に
基づく処分に関する不服申立て及び訴訟

十四 税理士法（昭和２６年法律第２３７号）に定める税理士（同法第４８条の２（設立）に規定する税理士法人を含む。）又は同法
第５１条第１項（税理士業務を行う弁護士等）の規定による通知をした弁護士（同条第３項の規定による通知をした弁護士法人を
含む。）が同法の規定により行う同法第２条第１項各号（税理士の業務）に掲げる税務代理、税務書類の作成及び税務相談

十五 納税者からの照会、相談又は苦情への対応その他納税者による申告及び納付を適正かつ円滑なものとするために国税庁、国税局
及び税務署の行う情報提供

十六 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員がその職務の遂行に当たり法令に従う義務及びこれらの当該職員が職務上知
り得た秘密を守る義務

十七 前各号に掲げるもののほか、国税庁が行う事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則に関する事項その他国税に係る手
続並びに納税者の権利及び義務に関する事項 10

○平成23年12月改正法案の審議過程で削除された諸規定⑴
（納税者権利憲章の策定に係る規定）
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○平成23年12月改正法案の審議過程で削除された諸規定⑴
（納税者権利憲章の策定に係る規定）

以上の納税者権利憲章の策定にかかる規定等が削除された背景には、自民党所属議員の強い
反発があった（＊1）。例えば、自民党所属議員は、当時、以下のように発言していた（＊2） 。
（＊1）この経緯については、三木義一教授の述懐（三木『日本の納税者』（岩波書店・2015）176頁以下）も参照されたい。
（＊2）いずれの発言もTKC会報2011年９月号52頁。

○片山さつき議員：「納税者権利憲章については、政党を挙げて反対という立場。」

○伊吹文明議員：「納税者権利憲章は、一般の財産権とか人権はあるが、納税者特有の権利
というのは無い。」

○中川雅治議員：「納税者権利憲章も法律にする必要はないと考えている。」

しかし、金子宏先生は，諸外国の情勢から，「わが国でも，そう遠くない将来に（筆者注：
憲章の）採用の動きが本格化するのではないかと思われる。」（＊3）と述べておられる。
（＊3）金子宏「研究にあたって」日税研論集67号『納税環境の整備』（2016）1頁。



（目的）
第１条 この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事
項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法
律関係を明確にするとともに、国税に関する国民の権利利益の保
護を図りつつ、税務行政の公正な運営を確保し図り、もつて国民
の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。

12

○平成23年12月改正法案の審議過程で削除された諸規定⑵
（目的規定の見直し）
国税通則法の目的規定（１条）について、国会審議による修正で削除された改正案は、以下

のとおりであった（現行規定との見え消し）。

この改正案の趣旨は、納税者権利憲章の策定を規定する以上、国税通則法の目的規定にも
「国民の権利保護」の視点を明確化する必要があったためである。
また、「国民の権利利益の保護ないし救済」を謳う行政手続法及び行政不服審査法の目的規

定に、特別法たる国税通則法の目的規定が平仄を合わせる意味もあった。



【国税通則法の題名】

「国税通則法」
↓

「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」

13

○平成23年12月改正法案の審議過程で削除された諸規定⑶
（題名の変更）
前頁の目的規定の改正の趣旨をより明確にするため、国税通則法の題名を改正後の法律の内

容をよく表すものとなるよう、次のように変更することも改正法案には規定されていたが、前
述の納税者権利憲章の策定及び目的規定の見直しとともに削除された。

なお、この題名は長いので、略称を「国税手続法」（引用等で更に略す際は「国手法」）と
することも、政府内で決められていた。



課税庁
14

○申告納税制度の意義⑴



調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について（事務運営指針）（抄）

第1章 基本的な考え方

調査手続については、平成23年12月に国税通則法（以下「法」という。）の一部が改正
され、手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すこ
とで、より円滑かつ効果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点及
び課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から、従来の運用上の取扱いが法令上明
確化されたところである。
調査の実施に当たっては、今般の法改正の趣旨を踏まえ、「納税者の自発的な納税義務の

履行を適正かつ円滑に実現する」との国税庁の使命を適切に実施する観点から、調査がその
公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、
納税者の理解と協力を得て行うものであることを十分認識した上で、法令に定められた調査
手続を遵守し、適正かつ公平な課税の実現を図るよう努める。

15

○申告納税制度の意義⑵
「申告納税方式」とは…

「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合
又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当
該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の
処分により確定する方式をいう。」（国税通則法16条1項1号）
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○税務行政の将来像⑴

出典：国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像２０２３－」（令和５年６月２３日）
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○税務行政の将来像⑵

出典：国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像２０２３－」（令和５年６月２３日）
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○税務行政の将来像⑶

出典：国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像２０２３－」（令和５年６月２３日）
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税
は
義
務
か
権
利
か—

民
主
主
義
と
税
制
ー

通
常
、
社
会
科
で
は
納
税
は
「
義
務
」
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
ま
す
し
、
憲
法
に
も
そ

う
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
て
考
え
る

と
、
実
は
「
権
利
」
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
一
に
、
国
民
に
は
「
国
家
に
、
自
分
た
ち
で
は
担
え
な
い
公
共
的
な
仕
事
を
し
て

も
ら
う
権
利
」
が
あ
り
ま
す
。
近
代
国
家
と
市
民
の
関
係
は
、
市
民
の
側
が
自
分
た
ち

の
た
め
に
国
家
を
つ
く
り
、
国
家
に
公
共
的
な
仕
事
を
与
え
た
と
い
う
関
係
に
あ
り
、

国
家
が
最
初
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
二
に
、
「
権
利
章
典
」
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
国
民
は
「
自
分
た
ち
の
同
意
な
し

に
課
税
さ
れ
な
い
権
利
」
も
も
っ
て
い
ま
す
。

第
三
に
、
国
家
が
国
民
の
意
に
沿
わ
な
い
方
向
に
向
か
う
な
ら
ば
、
国
家
を
取
り
換

え
る
権
利
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
唱
え
た
「
革
命
権
」
で
す
。
実
際
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
と
き
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
1
世
は
処
刑
さ

れ
、
名
誉
革
命
に
お
い
て
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
2
世
は
王
位
を
追
わ
れ
て
亡
命
し
て
い
ま

す
。そ

し
て
第
四
に
、
税
金
は
、
国
家
が
あ
く
ま
で
も
上
記
の
三
つ
の
契
約
条
項
を
守
っ

て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
対
価
と
し
て
支
払
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
権
利
が
あ
っ
て
の
対
価
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
わ
け
で
す
。
国
民
は
国
家
に
対
し

て
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
、
革
命
と
い
う
の
は
極
端
だ
と
し
て
も
、
選
挙
に
よ
る
政
権

交
代
は
日
常
的
に
行
わ
れ
、
多
数
派
の
考
え
方
に
従
う
か
た
ち
で
統
治
が
行
わ
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
近
代
の
社
会
は
市
民
が
主
で
、
国
家
が
従
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
国
家
は
消
滅
し
て
も
市
民
社
会
は
残
り
ま
す
。

市
民
社
会
が
消
え
て
も
国
家
は
残
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
第
五
の

ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

（
・
・
・
中
略
・
・
・
）

日
本
は
市
民
革
命
を
経
て
「
国
家
を
制
作
し
た
」
経
験
を
も
た
な
い
た
め
に
、
税
金

に
対
し
て
は
未
だ
に
江
戸
時
代
以
来
の
「
苛
斂
誅
求
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
明
治
維
新
は
日
本
に
と
っ
て
近
代
の
始
ま
り
で
す
が
、
国
家
統
治
の
仕
方
を
プ

ロ
イ
セ
ン
（
現
在
の
ド
イ
ツ
の
一
部
）
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
う
国
家
を
主
と
す
る

国
々
か
ら
学
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
憲
法
は
天
皇
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
欽
定
憲
法
」

と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。
王
の
首
を
は
ね
た
フ
ラ
ン
ス
や
、
王
が
亡
命
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
り
、
革
命
を
成
し
遂
げ
た
市
民
が
国
家
と
契
約
を
結
ぶ
と
い

う
か
た
ち
で
明
治
国
家
を
建
設
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
市
民
か
ら
権
力
者
に
突
き

つ
け
た
「
権
利
章
典
」
の
よ
う
な
文
章
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
日
本
の
近
代
を
象

徴
的
に
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
納
税
は
先
人
の
勝
ち
取
っ
て
き
た
権
利
な
の
だ
と

い
う
意
識
は
、
自
分
た
ち
が
主
権
者
な
の
だ
と
い
う
意
識
と
直
接
的
に
結
び
つ
く
も
の

で
あ
り
、
「
主
権
者
教
育
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
今
、
納
税
は
我
々
の

権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

【
出
典
】
諸
富
徹
『
税
と
い
う
社
会
の
仕
組
み
』
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
四
）
35
～

37
頁
。

19

○税は義務か権利か―民主主義と税制
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まとめ

 納税者権利憲章を制定することは現在では世界的な潮流となっており、制定していないの
は、実質的には主要国の中で日本のみ。

 そのようなわが国においても、納税者権利憲章の策定が具体的に検討されたことがあり
（平成23年度税制改正法案）、その際は納税者権利憲章を作成・公表するための具体的な
改正法案が国会に提出されている。したがって、今後、再度、納税者権利憲章の制定が検
討される際には、閣議決定を経て国会提出された当該法案が参考にされることになるので、
当時の経緯を押さえておくことは重要。

 申告納税制度においては、税務調査手続が必要不可欠であり、その現場では課税庁の納税
者に対する説明責任が強化されており、納税者の理解と協力を得て行うこととされている。

 税務行政の将来像として、従前の「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収事務の効率
化・高度化等」に 、新たに「事業者のデジタル化促進」を加えた施策が進められている。
そこでは納税者との信頼関係が不可欠である（OECD報告書「税務行政3.0」参照）。

 納税の義務は課税要件から導き出され、納税者の権利はもっぱら手続上の問題であると捉
えられがちだが、「納税」そのものが義務ではなく権利であるとの考え方もある。

以上



ご清聴ありがとうございました。
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